
 

第４回 武蔵村山市緑化審議会 会議録 

【会議内容】 

会議次第 
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□議題 

 議題１ 緑化重点地区について 

 議題２ 計画の推進について 

議題３ 地域別方針について 

議題４ 武蔵村山市みどりの基本計画改訂（素案）について 

議題５ その他（パブリックコメントについて） 

 

議題１ 緑化重点地区について 

○審議会委員発言 ●事務局職員発言 

会長 定数の過半数以上ですので、会議に入ります。 

議題１の緑化重点地区について事務局から説明願います。 

● 緑化重点地区について説明。 

会長 将来的には検討すべきではあるが、都市計画マスタープランと整合を

図る必要があるため、現段階では具体的な地区設定は行わないという内容

です。これについて質問、意見はありませんか。 

○ 都市計画マスタープランはいつ策定されるのか。 

● 平成 25年度末の予定です。 

会長 緑化重点地区設定の考え方の方向性としては現段階では設定しない

で、都市計画マスタープランが策定された後、具体的な検討を行うことに

します。 

 

議題 2 計画の推進について 

会長 議題 2計画の推進について事務局から説明願います。 

● 計画の推進について説明。 

会長 説明内容について質問、意見はありませんか。 
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○ 中点（・）と点（、）の使い方が混合している。計画書全体を通して整

理した方がよい。また、P61「（２）役割分担と行動計画」の文末表現に

ついて、「①市民、地域の役割」が宣言する形になっているがこれで問題

はないか。 

P63の「表 9 緑化推進体系の役割分担と行動区分」について、農地の

保全の生産緑地に関する内容は国税が関係するので、国に○をつけるべ

きではないか。同様に公営住宅も公務員住宅があるので、国に○が必要

ではないか。 

● 中点（・）と点（、）の使い方は全体を通して整理します。役割分担に

ついても再度確認して整理します。 

会長 国との関係など調整が必要なものは△にする方法もあります。また、

文末表現については読み方の問題になります。 

○ P61「①市民、行政の役割」に営農困難農地の市による借り上げとある

が、「③行政の役割」にはそれに対応する内容が記載されていません。ま

た、P63の表の注釈に誤字があります。 

● 営農困難農地の行政の対応は検討します。また、誤字は修正いたします。 

会長 武蔵村山市は比較的みどりが多いので、屋上緑化の記述はあまり必要

がないですか。 

○ 屋上緑化整備も行われてはいる。 

会長 市民参加も関わってくるので、屋上緑化によってもみどりは増えると

思うが、元々みどりが多いので特には必要ないと思います。 

 

議題 3 地域別方針について 

会長 議題３地域別方針について事務局から説明願います。 

● 地域別方針について説明。 

会長 説明内容について質問、意見はありませんか。 

○ P66「概要」に市街地とあるが、イメージ的には住宅地でよいのではな

いか。 

P67他の図面の凡例が全て一緒だが、図面に記述のないものは凡例に入

れない方がよい。例えば P75では社寺境内地が図面の中にないが凡例に

はある。また、抜けている神社もある。 

また、誤字脱字が見受けられるので注意してほしい。 

P72「概要」の地域の北側、東側と書いてあるが、どこを指しているの

か分からない。 

● 「市街地」「住宅地」は、都市計画的には市街地でよいと思いますが、

確認します。 

  凡例も分かりやすく整理します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P72の位置の説明は分かりやすく修正します。 

  抜けている神社は検討します。 

○ 凡例については、地域別方針図だけではなく、P20の配置方針図も整理

してほしい。 

● 整理します。 

○ 町名が算用数字になっているが、漢数字にする。 

  自転車道と武蔵野の路が重複している箇所は、地図の表示も並列して書

いた方がよい。 

  P70「その他」で湖南処理場と大南公園が近接とあるが、隣接である。 

  図面凡例が小中学校となっているが、高校などもあるので学校とする。 

  P72「土地利用」で誤字を修正する。 

● 町名は誤字も含めて修正します。その他指摘事項も修正します。 

○ P69の図面で横丁川が切れているがなぜか。 

● 実際に暗渠になっています。暗渠であるのが分かるように、点線かトン

ネルのマークを入れます。 

○ 「農地の保全」が地区によって生産緑地が記載してあったりなかったり

する。また、方針の項目の順序が異なっている。理由があるのか。 

● 地区の重要度が高い内容を上位にしています。南東部は最も市街化が進

んでいるので農地の重要性をあげています。 

○ 南部地域の農地は今後どうする方針か。 

● 区画整理事業地内の農地のことだと思いますが、集約化される予定で

す。 

○ P68 北西部地域の農地保全の方針に生産緑地地区の記述を入れてほし

い。 

● 内容については全地域で整理して統一した記述を心がけます。 

会長 表の項目の順番に重みがついているのが、読んでも分からない。方針

の内容に具体的な活動内容を盛り込むと重みが分かると思う。 

○ P75多摩開墾の区域はこれでよいのか。 

● 江戸街道から 150ｍでひいており、多摩開墾の区域ではなく市街化区

域のラインです。多摩開墾の区域がはっきりしていないのでここはぼやか

して表現します。 

○ P70「公共施設の緑化推進」では市街化が進んでいる地域なので屋上緑

化の推進をいれてもよいのではないか。 

● 検討して修正します。 

 

議題４ 武蔵村山市みどりの基本計画改訂（素案）について 

会長 議題４武蔵村山市みどりの基本計画改訂（素案）について事務局から



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明願います。 

● 武蔵村山市みどりの基本計画改訂（素案）全体について気づいた点があ

れば意見をお願いいたします。 

会長 計画書全体について質問、意見はありませんか。 

○ 全体的に項目が変わっている。以前に審議したみどりの現状はどこにあ

るのか。また、今までの審議会資料と文言も変わっているところも多い。 

● 現況については全て資料編としました。 

会長 現況は本編に掲載した計画書が多いです。現況を本編にするか、資料

編にするか審議をお願いします。 

 

現況の掲載箇所について審議 

 

会長 審議の結果、現況については本編にしてください。他にありませんか。 

○ 白紙ページがあるが無駄ではないか。 

● 章の相紙を右側にする関係で白紙ページがあります。事務局で検討しま

す。 

○ P2「少子高齢化の進展」とあるが「進行」ではないか。 

  P30基本方針２「水とみどりのネットワークを充実します」とあるが、

道路の緑化とあるのが違和感がある。水とみどりのネットワークとどうい

う関係があるのか。 

  P46の学校の接道部緑化の写真などあまりよくない写真がある。 

● みどりのネットワークを構成する要素として道路の緑化があります。 

会長 「水とみどり」とあるので、順番を変えて、①水辺空間を充実します 

②エコロジカルネットワークを充実します ③道路の緑化を進めます 

に変えてはどうか。 

● 順番について検討して修正します。また写真については現在整理をして

いますので最終的には差し替えを行います。 

○ 審議会で審議した以外の文言が変更した箇所については、会長とよく協

議していただいて確認をとってほしい。 

会長 修正点の確認については会長一任でお願いします。 

 

議題 4  その他（パブリックコメントについて） 

会長 その他についての説明をお願いします。 

● パブリックコメントについて説明。 

  パブリックコメントは 12月 1日～21日の期間で行います。 

  現在、東京都、関係各課に意見を紹介しています。その中で地域区分に

ついては現行の緑の基本計画の 5地域区分ではなく、都市計画マスタープ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配付資料 

ランの 4 地域区分に合わせてほしいとの意見があり、これは 4 地域区分

に修正する予定です。区分は北東地域、南東地域、南西地域、北西地域と

なります。 

○ 次回の審議会でよいので都市計画図を配布してほしい。具体的な場所が

出てきたときに参考となる。 

● 次回、審議会で配布いたします。 

次回の審議会の日程ですが、1月 23日を予定していますが、東京都か

らの意見の結果時期によって 1月 30日を予備日とします。 

会長 以上でよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

   他になければ、本日の審議会を終了いたします。 

● ありがとうございました。 

 

（１） 第 4回武蔵村山市緑化審議会会議次第 

（２） 第 4回緑化審議会資料 

備  考 ◆第 5回武蔵村山市緑化審議会開催日について 

 ・平成２5年 1月 23日（水）14時 403会議室  

  予備日平成 25年 1月 30日 

 


